
項 目
番 号

許 可
番 号

事 業 者 名 電 話 所 在 地 事 業 の 区 分 取 扱 廃 棄 物
施設
許可

許可期間
収運
許可

中間処理（堆肥化）
〔４０t/日〕

汚泥（し尿処理施設及び浄化槽よ
り排出されるもの）、生ごみ

○

中間処理（油水分離）
〔６０㎥/日〕

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃廃水、廃油 ○

2 1003 九 州 共 同 ㈱ ２２２－８２０１ 住吉町８番１号
中間処理（破砕・圧縮）

〔８t/日〕
古紙類 ○

R8.3.18
｜

R10.3.17
○

3 1004 ㈱エコフロント西部 ２８２－５８１１ 小野町3557番
中間処理（破砕）
〔４９４．４t/日〕

草木類 ○
R7.8.10

｜
R9.8. 9

4 1005 ㈱ヤクヤクリサイクル ２８２－８９８９ 小野町3611番地２
中間処理（破砕）

〔１２０ｔ/日〕〔５７６㎥/日〕
草木類 △

R8.5.25
｜

R10.5.24
中間処理(選別）

〔２ｔ/日〕
金属製品類（缶に限る）

中間処理(圧縮）
〔２．９６ｔ/日〕

金属製品類（缶に限る）

中間処理(破砕）
〔１０３.３ｔ/日〕

草木類 △

中間処理（破砕）
〔１６７．３７t/日～
６７８．０７t/日〕

草木類、プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類、金属製品類、コンクリート
製品類、ガラス・陶磁器製品類

○

中間処理(破砕）
〔２６８．８t/日〕

草木類 △

中間処理(選別）
〔２０３８．４ｔ/日〕

プラスチック製品類、古紙類、草木類、
繊維製品類、金属製品類、ガラス・陶
磁器製品類、コンクリート製品類

○

中間処理(固形燃料化）
〔２０．０ｔ/日〕

プラスチック製品類、古紙類、
草木類、繊維製品類

○

中間処理（破砕）
〔９．５１t/日～
１２．９８t/日〕

プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類、草木類

○

中間処理（破砕）
〔８．７t/日～
３１．７t/日〕

プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類、草木類

○

中間処理（圧縮）
〔１２３．２t/日～
７４１．６t/日〕

プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類

○

中間処理(減容）
〔０．４ｔ/日〕

プラスチック製品類（廃発泡スチロール
に限る）

小野町4435番地
中間処理(選別・堆肥化）

〔１.６８ｔ/日〕
プラスチック製品類、古紙類、草木類、
繊維製品類、生ごみ

中間処理（破砕）
〔１４００t/日〕

コンクリート製品類、ガラス・陶磁器製
品類

○

中間処理（破砕）
〔１５２t/日～
１,９０４t/日〕

草木類、プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類、金属製品類、コンクリート
製品類、ガラス・陶磁器製品類

○

小野町3586番
中間処理（破砕）
〔０．９７t/日～

４．８t/日〕

草木類、プラスチック製品類、古紙類、
繊維製品類、金属製品類、コンクリート
製品類、ガラス・陶磁器製品類

○

小野町3666番１
中間処理(選別）

〔２６．７ｔ/日〕

プラスチック製品類、古紙類、草木類、
繊維製品類、金属製品類、ガラス・陶
磁器製品類、コンクリート製品類

○

6 1007
鹿児島県リサイクル

㈱
２６０－４３２２ 下福元町1995番地３

中間処理（破砕）
〔２５０t/日〕

草木類 ○
Ｒ8.6.12

|
Ｒ10.6.11

7 1008
日 本 資 源 流 通 ㈱
鹿 児 島 営 業 所

２５８－２７１６ 宇宿二丁目６番１号
中間処理（破砕・圧縮）

〔４．９３t/日〕
古紙類

R6.12.21
|

R8.12.20
○

２６１－９５００ 七ッ島一丁目２番４
中間処理（破砕）

〔８４t/日〕

金属製品類、プラスチック製品類、草
木類(木製品類を含む）、繊維製品類、
古紙類、ガラス・陶磁器製品類

○

中間処理（破砕）
〔５７．７６t/日〕

草木類 ○

中間処理（固形燃料化）
〔35t/日〕

草木類、繊維製品類、古紙類、プ
ラスチック製品類

○

２９７－４６５１ 七ツ島一丁目40番６号
中間処理（破砕）

〔３１．４～４２９．８ t/日〕

金属製品類、プラスチック製品類、草
木類(木製品類を含む）、繊維製品類、
古紙類、ガラス・陶磁器製品類

△

9 1010 ㈱ 江 口 土 木 ２４８－０９９４ 吉野町５番地
中間処理（破砕）

〔３．６t/日〕
草木類

R7.2.20
|

R9.2.19
○

10 1014 ㈱ 仲 野 建 設 ２６１－６６８８ 下福元町9575番67
中間処理（破砕）

〔４.３２t/日〕
草木類

R7.12.12
|

R9.12.11
○

11 1015 ㈱ 久 保 技 建 ２４４－０７１０ 吉野町5126番地１
中間処理（破砕）

〔４．４t/日〕
草木類

R8.3.18
|

R10.3.17

12 1016 ㈲ 一 成 産 業 ２８４－４１８８ 山田町1983番地１
中間処理（破砕）

〔４．８ｔ/日〕
草木類

R6.10.8
|

R8.10.7

中間処理（破砕・圧縮）
〔４t/日〕

古紙類

中間処理（破砕）
〔３t/日〕

古紙類

5 1006 ㈱勝利商會 ２２６－３１２３
R8.5.11

｜
R10.5.10

○

小野町3586番，3593番，
3594番21

令和８年４月１日時点

●一般廃棄物処分業許可業者

㈱ 荒 川8 1009 ２８４－２８８６ 七ッ島一丁目３番24号

1 1001 ㈱ サ ニ タ リ ー ２６８－２０１４ ○谷山港三丁目４番21号
R7.7.11

｜
R9.7.10

13 1018
㈱ターミナルサービ

ス
２６７－８００５ 南栄四丁目11番１

R6.7.31
|

R8.7.30
○

R8.3.6
|

R10.3.5
○



項 目
番 号

許 可
番 号

事 業 者 名 電 話 所 在 地 事 業 の 区 分 取 扱 廃 棄 物
施設
許可

許可期間
収運
許可

令和８年４月１日時点

●一般廃棄物処分業許可業者

春山町1477番６
中間処理（破砕）

〔１０．８ｔ/日〕
草木類 △

春山町1495-6、1496-13、
1496-19、1477-6

中間処理（破砕）
〔５５ｔ/日〕

草木類 △

15 1021
㈱ﾍﾟｰﾊﾟｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ
鹿 児 島 営 業 所

２２２－１８７７ 錦江町８番20号
中間処理（破砕）

〔４．８ｔ/日〕
古紙類

R7.1.31
|

R9.1.30

16 1022
株式会社 ニシコー
鹿 児 島 営 業 所

２５２－３７０３ 小山田町諏訪滝3452番地
中間処理（破砕）

〔４．３７ｔ/日〕
草木類（九電施設からの発生
分に限る）

R7.3.4
|

R9.3.3
○

17 1024 ㈱ 創 友 環 境 開 発 ２６２－２３７０ 平川町4753番地
中間処理（破砕）

〔４．１４ｔ/日〕
草木類

Ｒ8.2.17
|

R10.2.16

吉野町4650番地
中間処理（破砕）

〔９６㎥／日〕
草木類 △

中間処理(破砕）
〔４４０ｔ／日〕

草木類 △

中間処理(破砕）
〔５８．２４ｔ／日〕

草木類 △

中間処理（破砕）
〔７６．４５ｔ／日〕

草木類 △

中間処理（破砕）
〔３８２．８ｔ／日〕

草木類 △

20 1028 ㈲ログクリーン藤崎 ２９４－２０３５ 本名町5112番地１
中間処理（破砕）
〔１９６．８ｔ/日〕

草木類 △
R8.6.21

｜
R10.6.20

21 1029 ㈲ 上 原 商 会 ２３９－１２８８
錦江町23番９
（住居表示）錦江町11番60
号

中間処理（飼料化、堆肥化）
〔３．０ｔ/日〕

生ごみ
R7.11.16

｜
R9.11.15

○

22 1030 ㈱ 環 境 科 学 ２４５－６１１１ 小山田町6418番地２
中間処理（固形燃料化）

〔３０．６ｔ/日〕
草木類、古紙類、繊維製品
類、プラスチック製品類

○
R8.1.16

｜
R10.1.15

○

23 1033 ㈱ 三 純 建 設
２５７－１８８１
２８１－６５３８

五ケ別府町字神松迫３６４７－９
中間処理（破砕）

〔１．１４ｔ/日〕
草木類

R7.8.29
｜

R9.8.28
○

24 1034 ㈲ 鹿 児 島 培 養 土 ２０１－４６４９ 春山町2068番地外二筆
中間処理（破砕）

〔４．３２ｔ/日〕
草木類

Ｒ7.10.3
｜

Ｒ9.10.2

25 1038 ㈲ 内 村 産 業 ２６１－７５２６ 下福元町8185番１，２
中間処理（破砕）

〔４．５t/日〕
草木類

R8..5.13
｜

R10.5.12

中間処理（破砕）
〔４．３２ｔ/日〕

草木類

中間処理（破砕）
〔１５．８４ｔ/日〕

草木類 △

中間処理（堆肥化）
〔６t/日〕

生ごみ 〇

中間処理（減容）
〔０．４t/日〕

プラスチック製品類（廃発泡ス
チロールに限る。）

28 1043 ㈱熊本メスキュード ２４５－４６２０ 小野町5047番８
中間処理（破砕）

〔４ｔ/日〕

ガラス・陶磁器製品類（廃蛍光
管に限る）、金属製品類（廃蛍
光管に限る）

R8.2.9
｜

R10.2.8

29 1045 ㈱ エ コ シ ス テ ム ２６７－３５９８ 西谷山三丁目26番６号
中間処理（破砕）

〔７６．０t/日〕
草木類 △

R7.3.31
｜

R9.3.30

中間処理（破砕）
〔９６．４２４t/日〕

草木類 〇

中間処理（破砕）
〔３．８４t/日～４．７５t/日〕

プラスチック製品類、草木類

中間処理（破砕）
〔１５０．４t/日～２３６t/日〕

プラスチック製品類、草木類 〇

31 1047
㈱ エ コ ハ ー ベ ス ト
シ ス テ ム

080-3988-0318 東開町８番22
中間処理（脱水）

〔４t/日〕
生ごみ 〇

R7.11.16
｜

R9.11.15

中間処理（圧縮）
〔７６．８t/日～
１７６．８t/日〕

古紙類、プラスチック製品類、
繊維製品類

〇

中間処理(圧縮）
〔２０．８ｔ/日〕

金属製品類 〇

中間処理(減容）
〔０．４ｔ/日〕

プラスチック製品類

中間処理（飼料化、堆肥化）
〔１．３t/日～２．５９t/日〕

草木類、生ごみ

中間処理（堆肥化）
〔１t/日～２t/日〕

草木類、生ごみ

中間処理（破砕）
〔６t/日～９．２８t/日〕

草木類、プラスチック製品類、
金属製品類

○

中間処理（破砕）
〔４．０８t/日〕

ガラス・陶磁器製品類（廃蛍光
管に限る）、金属製品類（廃蛍
光管に限る）

19 1027 ㈱フタマタ開発

２９７－５６５６ 石谷町4321番１
Ｒ7.6.25

｜
Ｒ9.6.24

30 1046 隆 誠 工 業 ㈱

26

R6.11.12
｜

R8.11.11
14 1020 斜 木 建 設 ㈱

18

R7.1.26
｜

R9.1.25

鹿児島市川上町３６１５番１
の一部、３６１６番の一部、３
６２５番１の一部、３６３６番１
の一部、３６３７番の一部、３
６３８番の一部（駐機場）

２２８-５３７０

谷山港三丁目２－11
Ｒ7.6.24

｜
R9.6.23

２０４－９８２６27 ○

○本城町720番１他
R7.12.24

｜
R9.12.23

1042 ㈱ 新 興 エ コ

２４４－３３８８

32 1048 ㈱ カ ナ ザ ワ ２４６－９５５５

○永 田 重 機 土 木 ㈱1025
吉野町4436番または
野尻町215番地２または
西別府町50番５

２７８－３２９９

R8.7.14
｜

R10.7.13

〇

1041
鹿児島県造園事業

協同組合
２４４－２４７８ 宮之浦町1268番地2

R7.2.19
｜

R9.2.１8
○



項 目
番 号

許 可
番 号

事 業 者 名 電 話 所 在 地 事 業 の 区 分 取 扱 廃 棄 物
施設
許可

許可期間
収運
許可

令和８年４月１日時点

●一般廃棄物処分業許可業者

新栄町185番462
中間処理（選別）

〔１．１２t/日〕
金属製品類（乾電池に限る）

中間処理（破砕）
〔０．８t/日～２７．２t/日〕

草木類、プラスチック製品類、
古紙類、繊維製品類、金属製
品類、ゴム製品類、ガラス・陶
磁器製品類

○

中間処理（破砕）
〔２０．０t/日～２２０．８t/日〕

草木類、プラスチック製品類、
古紙類、繊維製品類、金属製
品類、ゴム製品類、ガラス・陶
磁器製品類

○

中間処理（破砕）
〔１．２４t/日～４．０t/日〕

金属製品類、プラスチック製品
類

34 1050 （ 株 ） 追 立 造 園 347-0014 喜入瀬々串町3456番地
中間処理（破砕）
〔４．５３２t/日〕

草木類
R7.4.14

｜
R9.4.13

中間処理（破砕）
〔４．５３ｔ／日〕

草木類

中間処理（破砕）
〔４．８３ｔ／日〕

プラスチック製品類

36 1052 ㈱ ナ ン リ ョ ウ 245－5855 本城町2569番地1
中間処理（破砕）

〔４．２４ｔ/日〕
草木類

R7.11.1
｜

R9.10.3１

37 1053 ㈱ は や ま ２９９－８８０８ 南栄３丁目６番４号２階
中間処理（破砕）

〔４．８t/日〕〔４．８t/日〕
古紙類

R8.3.1
｜

R10.2.29

合計 ３ ７ 業 者

35 1051 （株）アースクリエイト 228-7155

七ツ島一丁目102番、104番

　　　　　○：施設設置許可施設（５ｔ以上等）
　　　　　△：特例を用いた８条施設
　　　　　空欄：業の許可のみで可

鹿児島市皆与志町5113、
5113-乙、5114の一部

R6.9.25
｜

R8.9.24

104933
R6.8.5

｜
R8.8.4

○２５６－０４２４㈲ 高 山 金 属


